
資料６－１ 

５水管第 2384 号 

令和５年 12 月 12 日 

水産政策審議会 会長 

 佐々木 貴文 殿 

農林水産大臣 宮下 一郎 

特定水産資源（まあじ）に関する令和６管理年度における都道府県別漁獲 

可能量の変更について（諮問第 434 号） 

 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 15 条第１項の規定に基づき定めた特定水産資

源（まあじ）に関する令和６管理年度における都道府県別漁獲可能量について、別紙

のとおり変更したいので、同条第６項において準用する同条第３項の規定に基づき、

貴審議会の意見を求める。 
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資料６－２ 

 

 

令和６管理年度（令和６年１月～令和６年 12 月）まあじ 

都道府県別漁獲可能量の変更について（案） 

 

令和５年 12 月  

水 産 庁  

１ 都道府県別漁獲可能量（案） 

（１）変更の理由 

まあじに関する令和６管理年度における漁獲可能量の設定及び当初配分案等につい

ては、令和５年 11月２日に開催した水産政策審議会第 127回資源管理分科会において

諮問を行い、原案のとおり承認する旨の答申をいただいたところである。 

当該当初配分案のうち、長崎県の都道府県別漁獲可能量については、22,400 トンと

していたが、正しくは、24,400トンであった。 

このため、長崎県の都道府県別漁獲可能量について、以下（２）のとおり変更するこ

ととしたい（※長崎県の都道府県別漁獲可能量以外については、変更すべき点はなし。）。 

 

（２）令和６管理年度（令和６年１月～令和６年 12月）の都道府県別漁獲可能量変更案 

 

 

 

 

２ 配分（案） 

変更後の配分案は下記のとおり。（※長崎県の都道府県別漁獲可能量以外は変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定水産資源 変更後の都道府県別漁獲可能量（長崎県） 

まあじ  24,400トン 
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